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問合せ　健康推進課 (保健センター内)
　　　　　  ☎34-7000、 FAX34-9470

♥

保保健健だだよよりり
母子保健（1月）

■乳幼児健診 

　 （３～４か月児、 １歳６か月児、 ３歳児）

■歯科健診

　 （２歳児、 ２歳６か月児）

　 対象の人には、 日程や受付時間について個別に案

内を送付します。

■教室 ・ 相談（要予約、定員あり、先着順）

教室 ・ 相談 期日 時間

パパママセミナー

（4 ・ 5 月出産予定の人）

受付開始 ： １２月２５日

第２回 １５日 (月) 10:00～１１:00

離乳食講習会

※３～４か月健診

　 受診後受付開始

ステップ１ １６日 (火)
１０:00～１１:00

ステップ２ ３０日 (火)

赤ちゃん相談

受付開始日 : １月９日 （火）

（対象児 ： １歳６カ月まで）

２３日 (火) ９:00 ～１２:00

発達相談

希望する場合は、 保健センター

（保健師）までお問合せください。

日程をお知らせします。

マタニティ ・ おっぱい相談 毎週金曜日 13:00 ～ 16:00

( 相談希望者は、 事前に問い合わせてください。 )

※赤ちゃん相談は感染予防対策のため時間帯を分け、

　 少人数で実施します。 詳しい時間帯は申し込み時

 　に確認してください。

※保健センターで実施する健診 ・ 教室は急きょ中止 ・

　 延期する場合があります。 ホームページでお知らせ

 　します。

　定期予防接種は、 適切な時期に接種する必要が

あります。

■定期予防接種の注意事項

①すべての乳幼児定期予防接種は、 市内指定医療

　 機関での個別接種（要予約）となります。 母子健康

　 手帳 ・ 予診票を持参して、 接種当日はお子さんの

 　健康状態がよくわかる保護者が付き添ってくださ

　 い。

※ワクチンの供給状況により、 予約が取りにくい場合

　 があります。

②予診票は、母子健康手帳の交付時に保健センター

　 で配布します。 転入などで予診票がお手元にない

　 場合は、 母子健康手帳を持参して保健センターに

　 来所してください。

③小中学生で受ける予防接種は、 市内の学校から

　 原則４月に通知しています。 市外の学校などに在

　 籍し、 予診票がお手元にない場合は、 母子健康手

　 帳を持参して保健センターに来所してください。

④長期療養を要する疾患などにより予防接種の機会

 　を逃した人（治癒後２年を経過するまでの間）や、

　 医療行為により免疫を失った場合の定期予防接種

　 の再接種を希望する人（医師の診断書などが必要）

　 は、 対象となる場合があります。 詳細は保健セン

　 ターに問い合わせください。

⑤市外（県内）の医療機関でも予防接種を受けられる

　 場合があります。 詳細は保健センターに問い合わせ

 　てください。 また、 高齢者肺炎球菌、 高齢者インフ

　 ルエンザ予防接種についても、 希望する場合は事前

 　に保健センターへ相談してください。

※市外に転出した人、 対象年齢外の人、 接種回数

　 超過の人の接種費用は、 原則、 実費（全額自己

 　負担）となります。

予防接種

- 献血ありがとうございました（１１月）-

市内５カ所　合計６回開催　２０２人

※イオンモール常滑では随時献血を実施

　 しています。 献血の日程などの詳細は

 　県赤十字血液センターのホームページ

 　で確認してください。

休日診療当番医（１月）

　 受診前に体温を測定し、発熱のある場合、または風邪症状のある

場合は必ず電話をしてください。

※都合により変更になる場合や悪天候などにより、やむを得ず休

　 診になることがあります。また、緊急でない場合は平日にかかり

 　つけ医などへの受診をお願いします。

当番日 当番医 電話

１日 (祝) 伊藤医院（新田町） 42-0332

２日 (火) 伊藤クリニック（市場町） 35-2133

３日 (水) 河村内科（奥条） 36-1070

７日 (日) 中村クリニック（奥条） 36-0063

８日 (祝) いのう皮フ科形成外科（錦町） 89-2215

１４日 (日) 西知多こころのクリニック（新開町） 36-1331

２１日 (日) 晴クリニック （飛香台） 34-7667

２８日(日) ひだ小児科医院 （字乙田） 36-2800

診療時間　９:00 ～１２:00
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メディアとの付き合い方を考えてみましょう

　 テレビや DVD、 スマートフォン、 タブレット、 PC、

テレビゲーム、携帯用ゲームなどをまとめて 「メディア」

と総称します。 メディアを長時間利用することで、 言

葉の発達の遅れ、 睡眠への影響、 視力の異常などさ

まざまなことが影響すると言われています。 メディアを

使う際のルールを決めることが大切です。

乳幼児のメディアの視聴時間

　1 歳６カ月児健診と３歳児健診時に視聴時間の聞き

取りをしました。 ３歳になると視聴時間が長くなること

が分かります。

大人もメディアの使い方に気を付けましょう。

　最近では 「歩きスマホは危険」 と警鐘が鳴らされて

います。 大人がスマホに夢中になると、 子どもの安全

に気配りができなくなります。 また、 親子の会話や体

験を共有する時間が減ってしまいます。

メディア視聴は２時間以内を目安にしましょう。

　１日にたくさんメディア機器に触れることで、 脳は多

くの刺激を受け、 疲れてしまいます。 日本小児科医会

は、 １日の子どもの生活時間の中で、 睡眠時間、 食

事の時間、 園や学校で過ごす時間などを引いて、 す

べてのメディアへ接触する総時間の目安を 「２時間

以内」 としています。

使用するときのルールを家庭で決めましょう。

　乳幼児期は、 子どもがメディアの正しい使い方を身

に着けられるよう、 ルールを考えてあげることが大切

です。 大人が子どものお手本となるような使い方がで

きるといいですね。

　ルールの例

・ メディアを使いたい（遊びたい）ときは、 お父さんや

　お母さんに聞きましょう

・ ごはんとおやつの時間、 寝る前はやめましょう

・ メディアを使うときは、 保護者の居るリビングで使い

　ましょう

・ １回３０分までにしましょう

　ルールを守れたら、 たくさんほめてあげましょう。

　大人も一緒に番組を見たりアプリで遊んだりするこ

とで、 子どもがどのようなことに興味を持っているか

を知る機会になります。 また、 子どもも大人が一緒に

見たり、 楽しんだりしてくれるのは、 とてもうれしいこ

とです。 メディアを上手に活用できるといいですね。

問合せ　健康推進課☎３４-7000、 FAX34-9470


